
 

『個人の株、土地・建物の譲渡 Ｒ２年度税制改正点を整理』 
 

 国税庁はこのほど、個人が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の令和２年度税制改正のあらまし

を公表した。一連の改正について、主なものを掲載している。 

 【株式の譲渡】○つみたてＮＩＳＡの勘定設定期間を５年延長 ○特定累積投資勘定及び特定非課税

管理勘定を同時に設定する新たなＮＩＳＡを創設、年分ごとにつみたてＮＩＳＡとの選択適用が可能に 

○ジュニアＮＩＳＡ口座の開設可能期間を終了 

 【土地・建物の譲渡】○所有期間が５年を超える低未利用地の譲渡で、長期譲渡所得の金額から１００

万円の控除が可能に○「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特

例」「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」をそれぞれ２年延

長 ○特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例の適用期

限を３年延長し、以下を見直し：既成市街地の内から外への買換えでは、工場等が

集積する区域内の建物・土地等を譲渡資産の範囲から除外／航空機騒音障害

区域の内から外への買換えでは、譲渡資産が一定の区域内にあるときの繰延割

合を７０％に引き下げ／都市機能誘導区域の外から内への買換えを適用対象か

ら除外 ○国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例を創設 

 

 『新型コロナ対策第二次補正予算 資金繰り対策や家賃支援給付等』 

 
 政府は新型コロナウイルス感染症対策の更なる強化に向けた、第２ 次補正予算を閣議決定した。ほ

ぼ全体を占めるコロナ対策予算は３ １ 兆８ １ ７ １ 億円に上った。中小企業の資金繰り支援に更なる予

算が割かれており、中でも資本性資金の活用に向けた予算が大きく振り分けられている。概要は以下の

通り。 

（ １ ） 雇用調整助成金の拡充等： ４ ， ５ １９ 億円（ ２ ） 資金繰り対応の強化： １ １ ６ ，３ ９ ０ 億円・中

小・小規模事業者向けの融資〔８ ８ ， １ ７ ４ 億円〕・中堅・大企業向けの融資〔４ ， ５ ２ １ 億円〕・資本性

資金の活用〔２ ３ ， ６ ９ ２ 億円〕（ ３ ） 家賃支援給付金の創設： ２ ０ ， ２ ４ ２ 億円（ ４ ）医療提供体制

等の強化： ２ ９ ， ８ ９ ２ 億円・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金〔２ ２ ， ３ ７ ０ 億円〕※

うち医療〔１ ６ ， ２ ７ ９ 億円〕、介護等〔６ ， ０ ９１ 億円〕。・医療用マスク等の医療機関等への配布〔４ ， 

３ ７ ９ 億円〕・ワクチン・治療薬の開発等〔２ ， ０ ５ ５ 億円〕 

 このほか、学生支援緊急給付金５ ３ １ 億円（ 令和２ 年５ 月１ ９ 日

閣議決定） 、医療用マスク等の医療機関等への配布１ ， ６ ８０ 億円及

び診療報酬上の特例的な評価（ 国庫負担分） １ ５ ９ 億円 （ 令和２ 

年５ 月２ ６日閣議決定） 等が措置された。 
 

  出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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